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タックス・リターンを解説
2008年 10月 31日締め切り迫る！

あなたはもう「タックス・リターン」を済ませましたか？難し
そうな税金、ついつい先延ばしにしているという方のために、
今回は実際の申告用紙とともに分かりやすくご説明します。締
め切りはもうすぐ！さあ、すぐにはじめましょう！
※ここでの情報は、今年度（2007年～ 2008年）のものです。税制は変更される場合があります。また、掲載内容は一般的
な例であり、税制は個人の状況によって異なるため、申告の際はオーストラリア国税庁（ATO）ウェブサイト、または登録
税理士にご確認ください。

「タックス・リターン」とは
所得税を納めなくてはならない人が、一

年間（今回は2007年 7月 1日～ 2008

年 6月 30日）に得たすべての所得など

を計算し、自己申告する手続き。

自分に申告義務が
あるかをチェック

年間の課税対象となる所得の合計金額が以下に該

当する場合は、原則として申告が義務付けられて

いる。所得金額は、税務上の居住者か非居住者かに

よって異なる。

申告が義務付けられる所得金額

居住者

非居住者

$6,000を超える場合

$1を超える場合

※上記は税務上の居住者、非居住者を示します。区分については、8ページ
をご参照ください。

申告期限を確認
提出期限は 2008年 10月 31日迄。登録されてい
る税理士に依頼すると、延長も可能。但し、期限で

ある 10月 31日以前に依
頼しなくてはならない。期

限に遅れた場合は、罰則の

対象となる。

申告の流れを把握しよう
申告方法や必要書類が揃っているかによっても、かかる時間は変わってくるた

め、流れを把握してしっかりスケジュールを立てておこう。

会計年度終了

TaxPackを
各都市の ATOに提出
（2008年10月31日まで）

e-taxで
オンライン申請

（2008年10月31日まで）

税理士に依頼、申請
（2008年 10月 31日以降

に延長可能）

納付額が課税額を上回る場合、

小切手や口座振込みで払い戻し
納付額が課税額を下回る場合、

期日までに支払う

※日本へ永久帰国する場合など、永久的にオーストラリアを離れ、また出国後、オーストラリアに源泉のある所得（利子、
配当、ロイヤルティによる所得を含む）を得ることがない場合は、必要書類が揃えば会計年度終了前に申告が可能。

申告方法を選択しよう

TaxPack 2008、または Retirees 
TaxPack 2008 ( 該 当 者 ) に 記
入し、添付の封書に入れ郵送。

TaxPack はニュースエージェン
シーや税務署で無料で入手でき

る。海外からの郵送も可能。

ウェブサイトからソフト

ウェアをダウンロードし、

オンラインで申告ができ

る。通常、課税通知書は

申告後、14日以内に発行。
海外からの申請も可能。

登録されている税理士に依頼する。日本への一

時帰国や永久帰国で、申告期間にオーストラリ

ア国内にいない場合、事前

に依頼し申告手続きをして

もらうことも可能。

その他、電話や代理人（家族、友人）による代理申請が可能な場合もある。

源泉徴収表（Payment Summary）を受け取る（2008年 7月 14日まで）
源泉徴収表とは、雇用主から被雇用者に渡される、納税者番号、雇用主の名称、総所得及

び納税額などが記載されたもの。複数の会社で働いた場合は、会社ごとの源泉徴収表が必要。

書類の保管（5年間）
申告の際の資料となる領収書や銀行通帳、記録帳など

は原則として 5年間の保管期間が定められている。

（6ヶ月以上の学生ビザ、ビジ

ネスビザ、永住権保持者など）

（6ヶ月未満の学生ビザ、ワーキ

ングホリデービザ保持者など）

準備ができたら、次のページからスタート！

TaxPackを郵送 オンライン（e-tax） 申請 登録税理士（Tax agent）に依頼

区分

課税通知書が届く

'TaxPack 2008, copyright Commonwealth of Australia reproduced by permission' 'e-tax 2008, copyright Commonwealth of Australia reproduced by permission'

'Tax return essentials, copyright Commonwealth of Australia reproduced by permission'

パースエクスプレス　2008年 8月号（Vol.127）

© THE PERTH EXPRESS


